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窯の美里いわたてオープン
4 月 26 日

インフォメーションセンター隣
に㈱会津美里振興公社が整備を
進めていた「窯の美里いわたて」
がオープンしました。₁階が会
津本郷焼や町の物産品の販売、
₂階が地産地消農家レストラン
になっています。

お願い

川
や
水
路
に

ご
み
を
捨
て
な
い
で

最
近
、
町
内
の
川
や
水
路
に
い
ろ
い
ろ

な
物
が
捨
て
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
下
流

域
で
は
そ
れ
が
原
因
と
な
り
、
流
れ
が
せ

き
止
め
ら
れ
、
た
び
た
び
水
が
あ
ふ
れ
、

近
隣
住
民
が
迷
惑
を
し
て
お
り
ま
す
。
川

や
水
路
に
は
、
ご
み
等
を
捨
て
な
い
よ
う

に
、
町
民
み
ん
な
で
き
れ
い
な
流
れ
を
守

り
ま
し
ょ
う
。

問
／
建
設
課
管
理
係

　（
本
郷
庁
舎
） 

☎
56
・
3
8
9
5

町
民
生
活
課
環
境
衛
生
係

　（
新
鶴
庁
舎
） 

☎
78
・
2
1
1
3

補助・給付

み
な
さ
ん
の
地
域
づ
く
り

応
援
し
ま
す

町
で
は
、
住
民
の
み
な
さ
ん
が
主
体
的

に
問
題
解
決
に
取
り
組
む
活
動
を
応
援
し

て
い
く
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み

を
行
い
ま
す
。

●
人
材
育
成
推
進
事
業
等
補
助
金

対
象
　
町
内
に
住
む
方

メ
ニ
ュ
ー

　
①
人
材
育
成
推
進
事
業

先
進
地
等
の
視
察
研
修
や
ホ
ー
ム

ス
テ
イ
等
に
よ
り
、
自
己
研
鑚
に

つ
な
が
る
こ
と

　
②
国
際
交
流
推
進
事
業

国
際
交
流
の
明
確
な
目
的
に
基
づ

き
交
流
を
行
う
こ
と

補
助
金
額

自
己
負
担
額
（
国
内
３
万
円
以
上
、

国
外
５
万
円
以
上
の
場
合
）の
５０
％
。

上
限
　
国
内
５
万
円
、
国
外
１０
万
円

募
集
期
限

　
随
時
受
け
付
け
（
予
算
の
範
囲
内
）

●
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
事
業
補
助
金

対
象

　
住
民
団
体
（
公
益
・
非
営
利
の
団
体
）

メ
ニ
ュ
ー

　
①
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
事
業

町
と
協
働
し
て
取
り
組
む
こ
と
で

地
域
課
題
の
解
決
及
び
相
乗
効
果

が
期
待
で
き
る
こ
と

　
②
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
性
化
事
業

良
好
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形

成
及
び
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
課

題
解
決
が
期
待
で
き
る
自
主
的
な

地
域
活
動

補
助
金
額

　
①
上
限
５０
万
円
　
補
助
率
１００
％

　
②
上
限
５０
万
円
　
補
助
率
７０
％

募
集
期
限
　
６
月
１
日
㈪

問
／
総
合
政
策
課
総
合
政
策
係

　（
高
田
庁
舎
）　
　
　
☎
55
・
1
1
7
1



�

募　集

国
民
健
康
保
険
人
間
ド
ッ
ク

追
加
申
込
受
付

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

を
対
象
に
４
月
上
旬
に
申
込
の
受
付
を
い

た
し
ま
し
た
が
、
予
定
数
ま
で
に
若
干
余

裕
が
あ
り
ま
す
の
で
、
追
加
申
込
の
受
付

を
行
い
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
、
３
月

中
旬
に
配
布
し
ま
し
た
「
人
間
ド
ッ
ク
検

診
申
込
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え

受
付
期
間
内
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間
　
５
月
25
日
㈪
～
29
日
㈮

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
電
話
で
の
申
し
込
み
は
受
付
し
ま
せ
ん

▼
対
象
者

①
35
歳
か
ら
74
歳
ま
で
（
受
診
時
の
年

齢
）
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者

②
国
民
健
康
保
険
税
を
完
納
さ
れ
て
い

る
方

③
平
成
20
年
度
の
町
の
人
間
ド
ッ
ク
を

受
診
し
て
い
な
い
方

▼
受
診
医
療
機
関

　
高
田
厚
生
病
院
、
会
津
西
病
院
（
１
泊

２
日
・
日
帰
り
）、
竹
田
綜
合
病
院
、
会

津
中
央
病
院
、会
津
総
合
病
院（
日
帰
り
）、

受
診
時
期
は
６
月
中
旬
か
ら
９
月

※
受
診
時
期
は
医
療
機
関
の
指
定
日
と
な

り
ま
す
の
で
、
ご
希
望
に
添
え
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
予
定
人
数
を
超
え
た

場
合
に
は
、辞
退
者
待
ち
と
な
り
ま
す
。

▼
料
金
　

実
施
医
療
機
関
の
検
診
料
金
か
ら
町
の

定
額
助
成
を
引
い
た
金
額
が
個
人
負
担

（
金
額
は
申
込
書
に
掲
載
）
と
な
り
ま
す
。

個
人
負
担
額
は
、
直
接
医
療
機
関
に
お
支

払
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
申
込
方
法

「
人
間
ド
ッ
ク
検
診
申
込
書
」
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
町
民
生
活
課
、
ま
た
は

高
田
・
本
郷
支
所
の
窓
口
へ
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

※
国
民
健
康
保
険
証
と
印
鑑
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。
申
込
用
紙
が
な
い
場
合
は
、

窓
口
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

問
／
町
民
生
活
課
国
保
年
金
係

　（
新
鶴
庁
舎
） 
☎
78
・
2
1
1
3

お知らせ

自
動
車
税･

軽
自
動
車
税
の

納
期
は
６
月
１
日

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
納
付
書
が

届
き
ま
し
た
ら
、
定
め
ら
れ
た
納
期
限
の

６
月
１
日
ま
で
に
忘
れ
ず
に
納
め
て
く
だ

さ
い
。

障
が
い
者
手
帳
（
身
体
、療
育
、精
神
）、

戦
傷
病
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
方
の
た
め

に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
は
、

障
が
い
の
程
度
な
ど
一
定
の
条
件
に
該
当

す
れ
ば
、
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
が
減

免
さ
れ
ま
す
。

軽
自
動
車
税
の
減
免
の
申
請
期
限
は
５

月
25
日
㈪
で
す
。
自
動
車
税
減
免
の
申
請

期
限
は
、
６
月
１
日
㈪
で
す
。

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
領
収
書
に

は
、
車
検
用
の
納
税
証
明
書
が
つ
い
て
い

ま
す
の
で
、大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

問
／
自
動
車
税

会
津
地
方
振
興
局
県
税
部
課
税
第
二
グ

ル
ー
プ
　
　
　
　
　
☎
29
・
5
2
6
1

　
軽
自
動
車
税
　

　
役
場
税
務
課
　
　
　
☎
55
・
1
1
4
5

新型インフルエンザの感染拡大を受けて 4 月３０日、世界
保健機構（ＷＨＯ） は、警戒レベルを ４ から ５ に引き上げ
ました。これを受けて福島県も感染が疑われる人への相談
センターを設置しました。
●発熱相談センター　

会津保健福祉事務所（午前 9 時～午後 7 時）
　　☎ ０ ２ ４ ２ － ２ 9 － ５ ２ ０ ３

一般相談
　　☎ ０ ２ ４ ２ － ２ 9 － ５ ５ １ ２

厚生労働省（午後 ４ 時～午後 9 時）
　　☎ ０ ３ － ３ ５ ０ １ － 9 ０ ３ １

普段から手洗い、うがい
を行いましょう。またニ
ュースなどの情報に注意
を払い、落ち着いて行動
しましょう。

新型インフルエンザの対応



�

予防接種のお知らせ 保存版

1　予防接種の受け方が変わりました

保護者が同伴しない場合は委任状が必要となりました。

2 　予防接種の種類と受け方

種　類 接　種　対　象　者 接　種　方　法

個

別

接

種

ＢＣＧ 生後 3か月から 6か月未満
接種期間が短いので、生後 3か月になった

らなるべく早く受ける。

三種混合
ジフテリア
百日咳
破傷風

生後 3か月から 7歳 6か月未満

● １ 期初回
20日から56日間隔で 3回接種する。

● １ 期追加
１期初回終了後１2～１8ヶ月の間隔をおい

て接種する。

二種混合
ジフテリア
破傷風

小学 6年生（平成 ９年 4月 2日から

平成１0年 4 月 １ 日生まれ）
１回接種する。

麻しん
風しん
混合

1期 １ 歳から 2歳未満

それぞれ １回ずつ接種する。
2期

小学校入学前の １年間（平成１5年 4

月 2日から平成１6年 4月 １日生まれ）

3期
中学 １年生（平成 8年 4月 2日から

平成 ９年 4月 １日生まれ）

●平成20年度から 5年間の経過措置。
●保護者の同伴なしで接種する場合は保護
者の同意が必ず必要。同封した予診票を

持参する。

●できるだけ 4～ 6月に受ける。
4期

今年度１8歳になる方（平成 3年 4月

2日から平成 4年 4月 １日生まれ）

日本脳炎

3 歳から 7歳 6か月未満の方および

小学 4年生で、日本脳炎流行地に渡

航する等の理由で希望される方（現

在は予防接種を見合せています。）

●日本脳炎流行地に渡航する等の理由で希
望される方は定期接種として受けられま

すので、必ず健康福祉課健康増進係に連

絡お願いします。

集
団
接
種

ポリオ 生後 3か月から 7歳 6か月未満

●4１日（ 6週間）以上の間隔をあけて 2回
受ける。

●投与前後30分間は飲食しない。
●下痢をしていると、ワクチンの効果が弱
まるため延期する。
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問／健康福祉課健康増進係� ☎ ７ ８－ 2 １ １ 4
　　高田支所� ☎ ５ ５－ １ １ 6 6
　　本郷支所� ☎ ５ 6－ 2 １ １ １

ポリオ予防接種は集団で実施します。個別通知はしませんので、忘れずに受けてください。
　　●実施月日　　 5 月26日・ 7 月 8 日・ 9 月 １ 日・10月19日・12月 1 日
　　●受　　付　　午後1時から 1 時30分
　　●場　　所　　会津美里町保健センター
　　　　やむをえず保護者が同伴できない場合「委任状」が必要となります。

　会津美里町予防接種予診票を使って無料で受けられます。ただし、対象年齢に該当しない場合や住所を
有しない場合は、全額自己負担となります。

①母子健康手帳　
②予防接種予診票
③健康保険証（個別接種の場合）

◆保護者の同意書（中学生以上の方で保護者の同伴無しで接種する場合のみ必ず必要）
◆委任状（保護者以外が同伴する場合　例：祖父母）
※予防接種予診票を紛失した場合、委任状、同意書が必要な場合は母子健康手帳を持参のうえ、健康福

祉課健康増進係、各支所の保健師までおいでください。

チェック事項
①体調のよい時に受けてください
②受ける予防接種について冊子「予防接種と子供の健康」を読み、必要性や効果、副反応等を理解したう

えで受けてください
③保護者（父・母）の同伴を必要とします。やむをえず同伴することができない場合、予防接種を理解し

たうえで同伴者の同意をもって保護者の同意とする委任状が必要となりました。（麻しん風しん混合 3
期・ 4 期は保護者同伴でなくとも接種できますが、保護者の同意書が必ず必要です。）

①37度 ５ 分以上発熱している場合や急性の重症な病気のある場合
②以前に予防接種を受けてアナフィラキシー※を起こしたことがある場合
　　※アナフィラキシー：接種後30分以内に起こるひどいアレルギー症状のこと
③ポリオ・BCG・麻しん風しん、おたふくかぜ、水ぼうそうの予防接種後または麻しんの病気が治って

から ４ 週間経過していない場合
④風しん、水ぼうそう、おたふくかぜが治ってから ２ ～ ４ 週間が経過していない場合
⑤三種混合・日本脳炎の予防接種を受けてから １ 週間が経過していない場合
⑥手足口病・りんご病・突発性発疹・ヘルパンギーナ、感染性胃腸炎が治ってから ２ 週間が経過していな

い場合
⑦インフルエンザが治ってから ４ 週間が経過していない場合

3 　料金

4　持っていくもの

5　予防接種を受ける前に

◆受けることができない場合
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催し･講座

認
知
症
セ
ミ
ナ
ー

相談会

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

「
眠
れ
な
い
」「
家
族
の
こ
と
が
心
配
」

ど
ん
な
こ
と
で
も
結
構
で
す
。
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

▼
日
時
　
６
月
１
日
㈪

　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
か
ら

▼
場
所
　
町
保
健
セ
ン
タ
ー

▼
相
談
を
受
け
る
先
生

　
児
島
明
子
臨
床
心
理
士

※
相
談
を
希
望
す
る
方
は
、
５
月
26
日
ま

で
に
電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
一
人
の
相
談
時
間
は
40
分
程
度

問
／
高
田
支
所
　
　
　
☎
55
・
1
1
6
6

　
健
康
福
祉
課
健
康
増
進
係

 

☎
78
・
2
1
1
4

相談会

ね
ん
き
ん
特
別
便
・

ね
ん
き
ん
定
期
便
相
談
窓
口

社
会
保
険
庁
で
は
、「
ね
ん
き
ん
特
別

便
」
を
送
付
し
、
確
認
作
業
を
進
め
て
き

ま
し
た
が
、
今
年
度
４
月
か
ら
は
、
現
役

加
入
者
ご
本
人
の
誕
生
月
に
「
ね
ん
き
ん

定
期
便
」
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
ご
自
身

の
今
後
の
年
金
に
つ
い
て
確
認
と
年
金
制

度
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的

と
し
て
行
う
も
の
で
す
。
こ
の
定
期
便
は

保
険
料
の
納
付
実
績
や
今
後
の
年
金
見
込

み
額
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
で
不
明
な
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
社
会
保
険
労
務
士
に
よ

る
相
談
窓
口
が
次
に
よ
り
開
設
さ
れ
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」「
ね
ん
き
ん
定

期
便
」
の
専
用
窓
口
な
の
で
、
一
般
の

年
金
相
談
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
場
所
　
役
場
新
鶴
庁
舎
１
階

▼
開
設
日

　
５
月
28
日
㈭

　
６
月
11
日
㈭
、
25
日
㈭

　
７
月
９
日
㈭
、
23
日
㈭

の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
正
午
～

午
後
１
時
除
く
）

　
相
談
を
さ
れ
る
方
は
、
次
の
も
の
を
ご

用
意
く
だ
さ
い
。

●
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
ま
た
は
「
ね

ん
き
ん
特
別
便
」
●
本
人
の
年
金
手
帳

●
年
金
手
帳
を
持
参
で
き
な
い
場
合
は
、

免
許
証
や
健
康
保
険
証
等
　
身
分
を
証

明
で
き
る
も
の
●
代
理
の
方
が
相
談
さ

れ
る
場
合
は
委
任
状
（
様
式
は
任
意
）

●
職
歴
等
の
メ
モ
を
お
持
ち
い
た
だ
く

と
ス
ム
ー
ズ
な
相
談
が
で
き
ま
す
。

問
／
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
0
5
7
0
・
0
5
8
・
5
5
5

　
会
津
若
松
社
会
保
険
事
務
所

　 

☎
27
・
5
3
2
1

　
町
民
生
活
課 

☎
78
・
2
1
1
3

催し･講座

う
ん
ど
う
教
室
・

習
慣
日
の
お
知
ら
せ

う
ん
ど
う
教
室
で
は
、
介
護
に
頼
ら
な

い
、
自
立
し
た
生
活
が
送
れ
る
よ
う
に
す

る
た
め
、「
立
つ
」
･
「
歩
く
」
等
、
生

活
動
作
に
特
に
関
わ
り
の
深
い
４
種
目
の

う
ん
ど
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
準
備
う
ん
ど

う
・
整
理
う
ん
ど
う
を
加
え
た
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
よ
り
、
教
室
を
行
っ
て
い
ま
す
。
下

記
の
日
程
で
実
施
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

※
教
室
は
、地
域
指
導
員
が
中
心
と
な
り
、

教
室
を
運
営
し
ま
す
。
習
慣
日
は
、
運

動
の
習
慣
化
を
目
的
に
、
み
な
さ
ん
の

主
体
性
を
尊
重
し
な
が
ら
教
室
を
運
営

し
ま
す
。

問
／
健
康
福
祉
課
健
康
増
進
係

　（
新
鶴
庁
舎
） 

☎
78
・
2
1
1
4

　
本
郷
支
所 

☎
56
・
2
1
1
1

北川原うんどう教室
午前10時～11時

風の子うんどう教室
午前10時～11時

５ 月20日㈬ 教　室 ５ 月22日㈮ 習慣日
　　27日㈬ 習慣日 　　29日㈮ 習慣日
６ 月 ３ 日㈬ 教　室 ６ 月 ５ 日㈮ 教　室
　　10日㈬ 習慣日 　　12日㈮ 習慣日
　　17日㈬ 教　室 　　19日㈮ 教　室
　　24日㈬ 習慣日 　　26日㈮ 習慣日
場所　北川原うんどう遊園
　雨天などの場合は、役場
本郷庁舎ふれあいセンター

場所　風の子うんどう遊園
　雨天などの場合は、新用
地集会場

うんどう教室日程表
最
近
も
の
忘
れ
が
多
く
て
、
私
っ
て
も

し
か
し
た
ら
認
知
症
か
も
、
と
ひ
そ
か
に

悩
ん
で
い
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
心
愛
会
で
は
専
門
の
先
生
を
お

呼
び
し
て
「
認
知
症
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催

し
ま
す
。

▼
日
時
　
６
月
５
日
㈮
　
午
後
２
時
～

▼
場
所
　
ハ
ー
モ
ニ
ー
ハ
ウ
ス

▼
参
加
費
　
無
料

問
／
ハ
ー
モ
ニ
ー
ハ
ウ
ス

 

☎
57
・
1
6
2
0



�

募 集

会
津
美
里
町
職
員�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�

程
度
��
�
�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

平
成
22
年
4
月
1
日
採
用
予
定
の
大
学

卒
程
度
の
候
補
者
試
験
に
つ
い
て
、
次
の

要
領
で
実
施
し
ま
す
。

▼
職
種
　
一
般
事
務

▼
募
集
人
員
　
３
名
程
度

▼
受
験
資
格
　
昭
和
55
年
４
月
２
日
か
ら

昭
和
63
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

者
（
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
）

▼
日
程
　
申
込
書
の
配
布
、
受
付
期
間
は

６
月
１
日
㈪
か
ら
26
日
㈮

　
第
一
次
試
験
日
　
７
月
26
日
㈰

　（
第
二
次
、
第
三
次
試
験
ま
で
予
定
）

※
高
校
卒
業
程
度
試
験
等
他
の
試
験
に
つ

き
ま
し
て
は
、
広
報
６
月
１
日
号
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

問
／
総
務
課
総
務
係

　（
高
田
庁
舎
） 

☎
55
・
1
1
2
2

休

日

当

番

医

お知らせ

定
額
給
付
金
の
お
知
ら
せ

定
額
給
付
金
の
振
り
込
み
に
つ
い
て
は
、

次
の
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
行
い
ま
す
。

申
請
期
限
は
、
9
月
24
日
ま
で
（
必
着
）

で
す
。
申
請
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
給

付
を
辞
退
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

お
手
元
に
申
請
書
が
届
い
て
い
な
い
と

い
う
方
は
、
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
／
総
合
政
策
課
総
合
政
策
係

　（
高
田
庁
舎
） 

☎
55
・
1
1
7
1

受　付 振込日
5 月15日まで 6 月 2 日

5 月31日まで 6 月22日

6 月15日まで 7 月 2 日

6 月30日まで 7 月17日

（ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合※ゆ
うちょ銀行へ振込みを希望する方は、別途
お問い合わせください。）

定額給付金振込みスケジュール

◆
両
沼
地
域
（
近
隣
町
村
ま
で
）

5
月
24
日
㈰

小
島
原
医
院
　
　
　
　
☎
78
・
２
０
５
６

5
月
31
日
㈰

坂
下
厚
生
総
合
病
院 

☎
83
・
３
５
１
１

6
月
14
日
㈰

こ
ば
や
し
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

 

☎
55
・
０
３
８
８

6
月
21
日
㈰

菅
原
医
院
（
会
津
坂
下
町
）

 

☎
83
・
２
３
１
１

◆
若
松
地
域

（
内
科
系
・
小
児
科
・
外
科
系
の
順
）

5
月
24
日
㈰

国
際
高
澤
ク
リ
ニ
ッ
ク
☎
22
・
２
７
９
０

わ
た
な
べ
ク
リ
ニ
ッ
ク
☎
24
・
０
５
０
６

鏡
渕
外
科
胃
腸
科
　
　
☎
27
・
３
２
２
５

5
月
31
日
㈰

斎
藤
医
院 

☎
27
・
１
１
１
２

い
と
う
子
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

 

☎
27
・
４
６
０
１

二
瓶
眼
科
医
院
　
　
　
☎
22
・
１
９
３
２

6
月
7
日
㈰

渡
辺
脳
神
経
ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
39
・
６
０
６
０

森
田
小
児
科
医
院
　
　
☎
27
・
７
６
８
６

高
村
整
形
外
科
　
　
　
☎
28
・
３
３
１
９

6
月
14
日
㈰

わ
か
ま
つ
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン
ク
リ
ニ

ッ
ク
　
　
　
　
　
　
　
☎
32
・
１
５
５
８

扇
町
渡
部
小
児
科
ア
レ
ル
ギ
ー
科
医
院

 

☎
25
・
５
５
１
５

山
口
皮
ふ
科
医
院
　
　
☎
28
・
９
１
１
９

6
月
21
日
㈰

吉
田
内
科
　
　
　
　
　
☎
27
・
０
５
３
７

さ
と
う
小
児
科
医
院
　
☎
24
・
０
８
３
０

耳
鼻
咽
喉
科
鈴
木
医
院
☎
28
・
３
３
８
７

※
夜
間
急
病
セ
ン
タ
ー
☎
28
・
1
1
9
9

　
高
田
厚
生
病
院
　
　
☎
54
・
2
2
1
１

　
坂
下
厚
生
総
合
病
院
☎
83
・
3
5
1
1

　
こ
の
3
医
療
機
関
は
当
番
日
以
外
で
も

急
病
者
は
診
察
し
て
い
ま
す
。

　
当
番
医
療
機
関
は
変
更
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
受
診
す
る
際
は
医
療
機

関
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。




